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デジタル臨時行政調査会の「デジタル原則」への建築物における衛生的環境の確保

に関する法律における対応について 

 

 

「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」（令和４年６月３日デジタル臨時行政

調査会決定）及び「デジタル社会の実現に向けた重点計画」（令和４年６月７日閣議決定）に

おいて、代表的なアナログ規制７項目（目視規制、定期検査・点検規制、実地監査規制、常

駐・専任規制、書面掲示規制、対面講習規制、往訪閲覧・縦覧規制）に関する規制等の見

直しが求められています。 

これを受けて、今般、建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和45年法律第

20号。以下「建築物衛生法」という。）等に関し、法令及び通知上の解釈の明確化を図ること

とされている事項等について、下記のとおり整理しましたので通知します。 

なお、本通知は、地方自治法（昭和22年法律第67号)第245条の４第１項の規定に基づく

技術的助言である旨申し添えます。  

 

記 

 

第１ 建築物衛生法及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 

１ 目視規制 

建築物衛生法第７条の１５第１項に基づく登録講習機関（建築物衛生法第７条の６第１

項に規定する登録講習機関をいう。）に対する立入検査、建築物衛生法第９条の12第１

項に基づく指定試験機関（建築物衛生法第８条第３項に規定する指定試験機関をいう。）

に対する立入検査及び建築物衛生法第12条の９第１項に基づく指定団体（建築物衛生

法第12条の６第２項に規定する指定団体をいう。）に対する立入検査の方法については、

施設等に立ち入って検査等を行う従前の手段のほか、デジタル技術を活用することが効
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果的かつ適切である場合には、例えば、オンライン会議システム等を活用したオンライン

方式による手段も含まれるものとする。 

また、建築物衛生法第11条第１項に基づく都道府県知事（保健所を設置する市又は

特別区にあっては、市長又は区長）による特定建築物に対する立入検査及び建築物衛

生法第12条の５第１項に基づく都道府県知事による登録営業所（建築物衛生法第12条

の３に規定する登録営業所をいう。以下同じ。）に対する立入検査についても同様の扱

いとする。 

 

２ 定期検査 

   本項目については、「デジタル原則を踏まえたアナログ規制の見直しに係る工程表」

（令和４年12月21日デジタル臨時行政調査会決定）における「見直しの概要」が「新たな

規制のあり方を検討」とされていることから、デジタル技術を活用した建築物環境衛生管

理のあり方に関する検討会において検討を行っているところであり、同検討会の結論を踏

まえて追って通知する。 

 

３ 対面講習及び往訪閲覧 

本項目については、各監督者講習等登録機関の長宛て別添１のとおり通知しているの

で、その旨了知すること。 

 

第２ 建築物衛生法の関係告示等 

１ 目視規制 

   管の損傷、さび及び水漏れに関する目視による確認については、直接当該場所に赴

いた上での肉眼による確認のほか、デジタル技術を活用することが効果的かつ適切であ

る場合には、例えば、カメラ撮影などのデジタルツールにより情報を取得した上で異常の

有無を確認することも含まれると考えられるが、デジタル技術を活用した建築物環境衛生

管理のあり方に関する検討会の検討結果を踏まえ、「建築物環境衛生維持管理要領」

（平成20年1月25日健発第0125001号）の改正も含めて必要な措置を講じる予定である。 

 

２ 定期検査 

本項目については、第１の２と一体的に取り組む必要があるため、デジタル技術を活用

した建築物環境衛生管理のあり方に関する検討会において検討を行っているところであり、

同検討会の結論を踏まえて追って通知する。 

 

３ 常駐専任 

   登録営業所における人的要件である清掃作業監督者等について、事業協同組合であ

る場合には、「常勤、専任のものでなければならない」とされていたところ、デジタル原則を

踏まえ、これを改めるとともに、その他の留意事項も含め所要の見直しを行うこととし、「建

築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録について」（平成14年3月26日健衛

発第0326001号）を別添２のとおり改正する。 



 

４ 対面講習  

防錆剤管理責任者のための講習に関して、デジタル技術を活用することが効果的か

つ適切である場合には、例えば、オンライン会議システム等を活用したオンライン方式に

よる手段等も含まれるものとし、「防錆剤管理責任者の資格について」（平成14年3月26日

健衛発第0326002号）を別添３のとおり改正する。  



（参考①）７項目のアナログ規制 点検対象条項の一覧表（建築物における衛生的環

境の確保に関する法律関係抜粋） 

 

・デジタル原則を踏まえたアナログ規制の見直しに係る工程表（2022 年 12 月 21 日） 

https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/c43e86

43-e807-41f3-b929-

94fb7054377e/1420dca1/20221221_meeting_administrative_research_outline_08.pdf 

 

  

分類 No. 法令名 所管省庁名 条項 規制等の内容概要
規制等の

類型
現在

Phase
見直後
Phase

   見直し要否
見直し「否」かつ、現在

Phaseが2又は３の条項は、見

直しを要さずともデジタル原
則適合性が確保できているこ

とを確認済

見直し完了
時期

工程表 見直しの概要

新規 343
建築物における衛生的環境の
確保に関する法律

厚生労働省
第7条の15第1
項

登録講習機関に対する立入検
査

目視規制 1-① 2 要
令和６年度
４月～６月

目視ー厚生
労働省１

告示、通知・通達等
の発出又は改正

新規 344
建築物における衛生的環境の
確保に関する法律

厚生労働省
第7条の15第2
項

登録講習機関に対する立入検
査

目視規制 1-① 2 要
令和６年度
４月～６月

目視ー厚生
労働省１

告示、通知・通達等
の発出又は改正

新規 345
建築物における衛生的環境の
確保に関する法律

厚生労働省
第9条の12第1
項

指定試験機関に対する立入検
査

目視規制 1-① 2 要
令和６年度
４月～６月

目視ー厚生
労働省１

告示、通知・通達等
の発出又は改正

新規 346
建築物における衛生的環境の
確保に関する法律

厚生労働省 第11条第1項 報告、検査等 目視規制 1-① 2 要
令和６年度
４月～６月

目視ー厚生
労働省１

告示、通知・通達等
の発出又は改正

新規 347
建築物における衛生的環境の
確保に関する法律

厚生労働省 第11条第2項 報告、検査等 目視規制 1-① 2 要
令和６年度
４月～６月

目視ー厚生
労働省１

告示、通知・通達等
の発出又は改正

新規 348
建築物における衛生的環境の
確保に関する法律

厚生労働省
第12条の5第1
項

報告、検査等 目視規制 1-① 2 要
令和６年度
４月～６月

目視ー厚生
労働省１

告示、通知・通達等
の発出又は改正

新規 349
建築物における衛生的環境の
確保に関する法律

厚生労働省
第12条の5第2
項

報告、検査等 目視規制 1-① 2 要
令和６年度
４月～６月

目視ー厚生
労働省１

告示、通知・通達等
の発出又は改正

新規 350
建築物における衛生的環境の
確保に関する法律

厚生労働省
第12条の9第1
項

指定団体に対する立入検査 目視規制 1-① 2 要
令和６年度
４月～６月

目視ー厚生
労働省１

告示、通知・通達等
の発出又は改正

別表２ 31
建築物における衛生的環境の
確保に関する法律施行規則

厚生労働省
第3条の18第1
項第2号

冷却塔の汚れの状況の定期点
検

定期検査 1-① 2 要
令和６年度
４月～６月

定期ー厚生
労働省１

新たな規制の在り方
の検討

別表２ 32
建築物における衛生的環境の
確保に関する法律施行規則

厚生労働省
第3条の18第1
項第3号

加湿装置の汚れの状況の定期
点検

定期検査 1-① 2 要
令和６年度
４月～６月

定期ー厚生
労働省１

新たな規制の在り方
の検討

別表２ 33
建築物における衛生的環境の
確保に関する法律施行規則

厚生労働省
第3条の18第1
項第4号

空気調和設備内の排水受けの
定期点検

定期検査 1-① 2 要
令和６年度
４月～６月

定期ー厚生
労働省１

新たな規制の在り方
の検討

別表２ 34
建築物における衛生的環境の
確保に関する法律施行規則

厚生労働省 第3条の2第3項 空気環境の定期測定 定期検査 1-① 2 要
令和６年度
４月～６月

定期ー厚生
労働省１

新たな規制の在り方
の検討

別表２ 35
建築物における衛生的環境の
確保に関する法律施行規則

厚生労働省
第4条第1項第3
号イ

飲料水の水質検査 定期検査 1-① 2 要
令和６年度
４月～６月

定期ー厚生
労働省１

新たな規制の在り方
の検討

別表２ 36
建築物における衛生的環境の
確保に関する法律施行規則

厚生労働省
第4条第1項第3
号ロ

飲料水の水質検査 定期検査 1-① 2 要
令和６年度
４月～６月

定期ー厚生
労働省１

新たな規制の在り方
の検討

別表２ 37
建築物における衛生的環境の
確保に関する法律施行規則

厚生労働省
第4条第1項第4
号ロ

飲料水の水質検査 定期検査 1-① 2 要
令和６年度
４月～６月

定期ー厚生
労働省１

新たな規制の在り方
の検討

別表２ 38
建築物における衛生的環境の
確保に関する法律施行規則

厚生労働省
第4条第1項第4
号ハ

飲料水の水質検査 定期検査 1-① 2 要
令和６年度
４月～６月

定期ー厚生
労働省１

新たな規制の在り方
の検討

別表２ 39
建築物における衛生的環境の
確保に関する法律施行規則

厚生労働省
第4条第1項第4
号ニ

飲料水の水質検査 定期検査 1-① 2 要
令和６年度
４月～６月

定期ー厚生
労働省１

新たな規制の在り方
の検討

別表２ 40
建築物における衛生的環境の
確保に関する法律施行規則

厚生労働省
第4条第1項第7
号

飲料水の水質検査 定期検査 1-① 2 要
令和６年度
４月～６月

定期ー厚生
労働省１

新たな規制の在り方
の検討

別表２ 41
建築物における衛生的環境の
確保に関する法律施行規則

厚生労働省
第4条の2第1項
第3号ハ

雑用水の水質検査 定期検査 1-① 2 要
令和６年度
４月～６月

定期ー厚生
労働省１

新たな規制の在り方
の検討

別表２ 42
建築物における衛生的環境の
確保に関する法律施行規則

厚生労働省
第4条の2第1項
第4号ロ

雑用水の水質検査 定期検査 1-① 2 要
令和６年度
４月～６月

定期ー厚生
労働省１

新たな規制の在り方
の検討

別表２ 43
建築物における衛生的環境の
確保に関する法律施行規則

厚生労働省
第4条の2第1項
第5号

雑用水の水質検査 定期検査 1-① 2 要
令和６年度
４月～６月

定期ー厚生
労働省１

新たな規制の在り方
の検討

別表２ 44
建築物における衛生的環境の
確保に関する法律施行規則

厚生労働省
第4条の5第2項
第1号

ねずみ等の発生防止のための
生息調査等

定期検査 1-① 2 要
令和６年度
４月～６月

定期ー厚生
労働省１

新たな規制の在り方
の検討

別表１ 72
建築物における衛生的環境の
確保に関する法律施行規則

厚生労働省
第3条の5第1項
第3号

登録較正機関における精度管
理のため管理者の専任

常駐専任 1-2 3-1 要
令和５年度
４月～９月

常駐専任ー
共通１

省令改正

別表１ 80
建築物における衛生的環境の
確保に関する法律施行規則

厚生労働省 第5条第1項
特定建築物における建築物環
境衛生管理技術者の選任

常駐専任 3-1 3-1 否

別表２ 10
建築物における衛生的環境の
確保に関する法律

厚生労働省
第7条第1項第1
号

建築物環境衛生管理技術者資
格取得講習

対面講習 1-②
2-1①
2-1②
2-1③

要
令和６年度
４月～６月

講習ー厚生
労働省１

告示、通知・通達等
の発出又は改正

別表２ 17
建築物における衛生的環境の
確保に関する法律施行規則

厚生労働省
第25条第2号
イ、ロ

清掃作業監督者講習・清掃作
業監督者再講習

対面講習 1-②
2-1①
2-1②
2-1③

要
令和６年度
４月～６月

講習ー厚生
労働省１

告示、通知・通達等
の発出又は改正

別表２ 18
建築物における衛生的環境の
確保に関する法律施行規則

厚生労働省 第25条第3号 清掃作業従事者研修 対面講習 1-②
2-1①
2-1②
2-1③

要
令和６年度
４月～６月

講習ー厚生
労働省１

告示、通知・通達等
の発出又は改正

別表２ 19
建築物における衛生的環境の
確保に関する法律施行規則

厚生労働省
第26条第2号
イ、ロ

空気環境測定実施者講習・空
気環境測定実施者再講習

対面講習 1-②
2-1①
2-1②
2-1③

要
令和６年度
４月～６月

講習ー厚生
労働省１

告示、通知・通達等
の発出又は改正

別表２ 20
建築物における衛生的環境の
確保に関する法律施行規則

厚生労働省
第26条の3第2
号イ、ロ

ダクト清掃作業監督者講習・
ダクト清掃作業監督者再講習

対面講習 1-②
2-1①
2-1②
2-1③

要
令和６年度
４月～６月

講習ー厚生
労働省１

告示、通知・通達等
の発出又は改正

別表２ 21
建築物における衛生的環境の
確保に関する法律施行規則

厚生労働省
第26条の3第3
号

ダクト清掃作業従事者研修 対面講習 1-②
2-1①
2-1②
2-1③

要
令和６年度
４月～６月

講習ー厚生
労働省１

告示、通知・通達等
の発出又は改正



（参考①）７項目のアナログ規制 点検対象条項の一覧表（続き） 

 

 

  

分類 No. 法令名 所管省庁名 条項 規制等の内容概要
規制等の

類型
現在

Phase
見直後
Phase

   見直し要否
見直し「否」かつ、現在

Phaseが2又は３の条項は、見

直しを要さずともデジタル原

則適合性が確保できているこ
とを確認済

見直し完了
時期

工程表 見直しの概要

別表２ 22
建築物における衛生的環境の
確保に関する法律施行規則

厚生労働省
第28条第4号
イ、ロ

貯水槽清掃作業監督者講習・
貯水槽清掃作業監督者再講習

対面講習 1-②
2-1①
2-1②
2-1③

要
令和６年度
４月～６月

講習ー厚生
労働省１

告示、通知・通達等
の発出又は改正

別表２ 23
建築物における衛生的環境の
確保に関する法律施行規則

厚生労働省
第28条の3第4
号イ、ロ

排水管清掃作業監督者講習・
排水管清掃作業監督者再講習

対面講習 1-②
2-1①
2-1②
2-1③

要
令和６年度
４月～６月

講習ー厚生
労働省１

告示、通知・通達等
の発出又は改正

別表２ 24
建築物における衛生的環境の
確保に関する法律施行規則

厚生労働省
第28条の3第5
号

排水管清掃作業従事者研修 対面講習 1-②
2-1①
2-1②
2-1③

要
令和６年度
４月～６月

講習ー厚生
労働省１

告示、通知・通達等
の発出又は改正

別表２ 25
建築物における衛生的環境の
確保に関する法律施行規則

厚生労働省 第28条第5号 貯水槽清掃作業従事者研修 対面講習 1-②
2-1①
2-1②
2-1③

要
令和６年度
４月～６月

講習ー厚生
労働省１

告示、通知・通達等
の発出又は改正

別表２ 26
建築物における衛生的環境の
確保に関する法律施行規則

厚生労働省
第29条第3号
イ、ロ

防除作業監督者講習・防除作
業監督者再講習

対面講習 1-②
2-1①
2-1②
2-1③

要
令和６年度
４月～６月

講習ー厚生
労働省１

告示、通知・通達等
の発出又は改正

別表２ 27
建築物における衛生的環境の
確保に関する法律施行規則

厚生労働省 第29条第4号 防除作業従事者研修 対面講習 1-②
2-1①
2-1②
2-1③

要
令和６年度
４月～６月

講習ー厚生
労働省１

告示、通知・通達等
の発出又は改正

別表２ 28
建築物における衛生的環境の
確保に関する法律施行規則

厚生労働省
第30条第2号
イ、ロ

統括管理者講習・統括管理者
再講習

対面講習 1-②
2-1①
2-1②
2-1③

要
令和６年度
４月～６月

講習ー厚生
労働省１

告示、通知・通達等
の発出又は改正

別表２ 29
建築物における衛生的環境の
確保に関する法律施行規則

厚生労働省
第30条第5号
イ、ロ

空調給排水管理監督者講習・
空調給排水管理監督者再講習

対面講習 1-②
2-1①
2-1②
2-1③

要
令和６年度
４月～６月

講習ー厚生
労働省１

告示、通知・通達等
の発出又は改正

別表２ 178
建築物における衛生的環境の
確保に関する法律

厚生労働省
第7条の10第2
項

建築物環境衛生管理技術者講
習登録機関の財務諸表等の閲
覧

往訪閲覧 2-3① 3-3 要 完了済み
告示、通知・通達等

の発出又は改正

別表２ 179
建築物における衛生的環境の
確保に関する法律施行規則

厚生労働省
第3条の11第2
項

登録較正機関における財務諸
表等の閲覧

往訪閲覧 2-3① 3-3 要 完了済み
告示、通知・通達等

の発出又は改正

新規 207
建築物における衛生的環境の
確保に関する法律施行規則

厚生労働省
第25条の10第2
項

清掃作業監督者講習等登録機
関における財務諸表等の閲覧
等

往訪閲覧
2-3①
2-3③

3-3 要 完了済み
告示、通知・通達等

の発出又は改正

新規 208
建築物における衛生的環境の
確保に関する法律施行規則

厚生労働省
第26条の2第3
項

空気環境測定実施者講習等登
録機関における財務諸表等の
閲覧等

往訪閲覧
2-3①
2-3③

3-3 要 完了済み
告示、通知・通達等

の発出又は改正

新規 209
建築物における衛生的環境の
確保に関する法律施行規則

厚生労働省
第26条の4第3
項

ダクト清掃作業監督者講習等
登録機関における財務諸表等
の閲覧等

往訪閲覧
2-3①
2-3③

3-3 要 完了済み
告示、通知・通達等

の発出又は改正

新規 210
建築物における衛生的環境の
確保に関する法律施行規則

厚生労働省
第28条の2第3
項

貯水槽清掃作業監督者講習等
登録機関における財務諸表等
の閲覧等

往訪閲覧
2-3①
2-3③

3-3 要 完了済み
告示、通知・通達等

の発出又は改正

新規 211
建築物における衛生的環境の
確保に関する法律施行規則

厚生労働省
第28条の4第3
項

排水管清掃作業監督者講習等
登録機関における財務諸表等
の閲覧等

往訪閲覧
2-3①
2-3③

3-3 要 完了済み
告示、通知・通達等

の発出又は改正

新規 212
建築物における衛生的環境の
確保に関する法律施行規則

厚生労働省
第29条の2第3
項

防除作業監督者講習等登録機
関における財務諸表等の閲覧
等

往訪閲覧
2-3①
2-3③

3-3 要 完了済み
告示、通知・通達等

の発出又は改正

新規 213
建築物における衛生的環境の
確保に関する法律施行規則

厚生労働省
第30条の2第3
項

統括管理者講習等登録機関に
おける財務諸表等の閲覧等

往訪閲覧
2-3①
2-3③

3-3 要 完了済み
告示、通知・通達等

の発出又は改正



（参考②）アナログ規制を定める通知・通達等の点検対象条項一覧表（抜粋） 

 

・デジタル臨時行政調査会（第７回）（令和５年５月 30 日） 

 資料 10 デジタル原則を踏まえたアナログ規制（通知・通達等）の見直し方針 

https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/24217e

04-5169-44de-90fe-

135b314e6d45/ae5105d8/20230530_meeting_administrative_research_outline_09.pdf 

 
  

421 通知・通達
建築物における衛生的環境の維持管理につい
て

平成20年1月25日健
発第125001号

厚生労働省 別添 第2-4(1)
管の損傷、さび及び水
漏れについての目視等
による点検

目視規制 1-① 2 要 令和６年６月まで

建築物における衛生的環境の確保に関
する法律施行規則第３条の18第１項
第２号等の「見直し完了時期」は令和
６年６月までとしており、これらの上
位規定と一体的に取り組む必要がある
ため

46 告示
空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る
技術上の基準

平成15年3月25日厚
生労働省告示第119
号

厚生労働省 第一-一-1
空気調和設備の定期点
検

定期検査 1-① 2 要 令和６年６月まで

工程表において、関連する法令
（建築物における衛生的環境の確
保に関する法律施行規則。別表2-
31～44）の見直しが令和６年度６
月までに実施することとされてい
るため。

47 告示
空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る
技術上の基準

平成15年3月25日厚
生労働省告示第119
号

厚生労働省 第一-一-6
空気調和設備の定期点
検

定期検査 1-① 2 要 令和６年６月まで No.46と同様

48 告示
空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る
技術上の基準

平成15年3月25日厚
生労働省告示第119
号

厚生労働省 第一-一-7
空気調和設備の定期点
検

定期検査 1-① 2 要 令和６年６月まで No.46と同様

49 告示
空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る
技術上の基準

平成15年3月25日厚
生労働省告示第119
号

厚生労働省 第二-一-1（一）
貯水槽等飲料水に関す
る設備の定期点検

定期検査 1-① 2 要 令和６年６月まで No.46と同様

50 告示
空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る
技術上の基準

平成15年3月25日厚
生労働省告示第119
号

厚生労働省 第二-一-2（三）
貯水槽等飲料水に関す
る設備の定期点検

定期検査 1-① 2 要 令和６年６月まで No.46と同様

51 告示
空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る
技術上の基準

平成15年3月25日厚
生労働省告示第119
号

厚生労働省 第二-一-2（四）
貯水槽等飲料水に関す
る設備の定期点検

定期検査 1-① 2 要 令和６年６月まで No.46と同様

52 告示
空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る
技術上の基準

平成15年3月25日厚
生労働省告示第119
号

厚生労働省 第二-一-2（五）
貯水槽等飲料水に関す
る設備の定期点検

定期検査 1-① 2 要 令和６年６月まで No.46と同様

53 告示
空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る
技術上の基準

平成15年3月25日厚
生労働省告示第119
号

厚生労働省 第二-一-2（六）
貯水槽等飲料水に関す
る設備の定期点検

定期検査 1-① 2 要 令和６年６月まで No.46と同様

54 告示
空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る
技術上の基準

平成15年3月25日厚
生労働省告示第119
号

厚生労働省 第二-二-1
飲料水系統配管の定期
点検

定期検査 1-① 2 要 令和６年６月まで No.46と同様

55 告示
空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る
技術上の基準

平成15年3月25日厚
生労働省告示第119
号

厚生労働省 第二-二-2
飲料水系統配管の定期
点検

定期検査 1-① 2 要 令和６年６月まで No.46と同様

56 告示
空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る
技術上の基準

平成15年3月25日厚
生労働省告示第119
号

厚生労働省 第二-二-3（一）
飲料水系統配管の定期
点検

定期検査 1-① 2 要 令和６年６月まで No.46と同様

57 告示
空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る
技術上の基準

平成15年3月25日厚
生労働省告示第119
号

厚生労働省 第三-一-2（二）
雑用水槽等雑用水に関
する設備の定期点検

定期検査 1-① 2 要 令和６年６月まで No.46と同様

58 告示
空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る
技術上の基準

平成15年3月25日厚
生労働省告示第119
号

厚生労働省 第三-一-2（三）
雑用水槽等雑用水に関
する設備の定期点検

定期検査 1-① 2 要 令和６年６月まで No.46と同様

59 告示
空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る
技術上の基準

平成15年3月25日厚
生労働省告示第119
号

厚生労働省 第三-一-2（四）
雑用水槽等雑用水に関
する設備の定期点検

定期検査 1-① 2 要 令和６年６月まで No.46と同様

60 告示
空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る
技術上の基準

平成15年3月25日厚
生労働省告示第119
号

厚生労働省 第三-一-2（五）
雑用水槽等雑用水に関
する設備の定期点検

定期検査 1-① 2 要 令和６年６月まで No.46と同様

61 告示
空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る
技術上の基準

平成15年3月25日厚
生労働省告示第119
号

厚生労働省 第三-二-1
雑用水系統配管等の定
期点検

定期検査 1-① 2 要 令和６年６月まで No.46と同様

62 告示
空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る
技術上の基準

平成15年3月25日厚
生労働省告示第119
号

厚生労働省 第三-二-2
雑用水系統配管等の定
期点検

定期検査 1-① 2 要 令和６年６月まで No.46と同様

63 告示
空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る
技術上の基準

平成15年3月25日厚
生労働省告示第119
号

厚生労働省 第四-二-1
排水に関する設備の定
期点検

定期検査 1-① 2 要 令和６年６月まで No.46と同様

64 告示
空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る
技術上の基準

平成15年3月25日厚
生労働省告示第119
号

厚生労働省 第四-二-2
排水に関する設備の定
期点検

定期検査 1-① 2 要 令和６年６月まで No.46と同様

65 告示
空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る
技術上の基準

平成15年3月25日厚
生労働省告示第119
号

厚生労働省 第四-二-3
排水に関する設備の定
期点検

定期検査 1-① 2 要 令和６年６月まで No.46と同様

66 告示
空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る
技術上の基準

平成15年3月25日厚
生労働省告示第119
号

厚生労働省 第四-二-4
排水に関する設備の定
期点検

定期検査 1-① 2 要 令和６年６月まで No.46と同様

67 告示
空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る
技術上の基準

平成15年3月25日厚
生労働省告示第119
号

厚生労働省 第五-一-3
清掃並びに清掃用機械
器具等及び廃棄物の処
理設備のの定期点検

定期検査 1-① 2 要 令和６年６月まで No.46と同様

68 告示
空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る
技術上の基準

平成15年3月25日厚
生労働省告示第119
号

厚生労働省 第五-二-1
清掃並びに清掃用機械
器具等及び廃棄物の処
理設備のの定期点検

定期検査 1-① 2 要 令和６年６月まで No.46と同様

69 告示
空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る
技術上の基準

平成15年3月25日厚
生労働省告示第119
号

厚生労働省 第五-二-2
清掃並びに清掃用機械
器具等及び廃棄物の処
理設備のの定期点検

定期検査 1-① 2 要 令和６年６月まで No.46と同様

規制等の内容概要
規制等の

類型
現在

Phase
見直後
Phase

   見直し要否
※見直し「否」かつ、現在Phase
が２又は３の条項は、見直しを要
さずともデジタル原則適合性が確
保できていることを確認済

 見直し完了時期
※「令和５年中」としてい
るものには、既に見直しが
完了しているものを含む。

条項等No. 区分 題名
制定年月日及び番

号
所管省庁名

見直し完了時期が
令和６年以降になる場合の理由



（参考②）アナログ規制を定める通知・通達等の点検対象条項一覧表（続き） 

 

  

73 告示
清掃作業及び清掃用機械器具の維持管理の方
法等に係る基準

平成14年3月26日厚
生労働省告示第117
号

厚生労働省 第一-三
清掃作業及び清掃用機
械器具等に関する定期
点検

定期検査 1-① 2 要 令和６年６月まで

工程表において、関連する法令
（建築物における衛生的環境の確
保に関する法律施行規則。別表2-
31～44）の見直しが令和６年度６
月までに実施することとされてい
るため。

74 告示
清掃作業及び清掃用機械器具の維持管理の方
法等に係る基準

平成14年3月26日厚
生労働省告示第117
号

厚生労働省 第一-五
清掃作業及び清掃用機
械器具等に関する定期
点検

定期検査 1-① 2 要 令和６年６月まで No.73と同様

75 告示
清掃作業及び清掃用機械器具の維持管理の方
法等に係る基準

平成14年3月26日厚
生労働省告示第117
号

厚生労働省 第一-六
清掃作業及び清掃用機
械器具等に関する定期
点検

定期検査 1-① 2 要 令和６年６月まで No.73と同様

76 告示
清掃作業及び清掃用機械器具の維持管理の方
法等に係る基準

平成14年3月26日厚
生労働省告示第117
号

厚生労働省 第一-八
清掃作業及び清掃用機
械器具等に関する定期
点検

定期検査 1-① 2 要 令和６年６月まで No.73と同様

77 告示
清掃作業及び清掃用機械器具の維持管理の方
法等に係る基準

平成14年3月26日厚
生労働省告示第117
号

厚生労働省 第二-三
空気環境の測定に用い
る機械器具その他の設
備の定期点検

定期検査 1-① 2 要 令和６年６月まで No.73と同様

78 告示
清掃作業及び清掃用機械器具の維持管理の方
法等に係る基準

平成14年3月26日厚
生労働省告示第117
号

厚生労働省 第三-五

空気調和用ダクトの清
掃作業に用いる機械器
具その他の設備の定期
点検

定期検査 1-① 2 要 令和６年６月まで No.73と同様

79 告示
清掃作業及び清掃用機械器具の維持管理の方
法等に係る基準

平成14年3月26日厚
生労働省告示第117
号

厚生労働省 第四-五
水質検査に用いる機械
器具その他の設備に関
する点検

定期検査 1-① 2 要 令和６年６月まで No.73と同様

80 告示
清掃作業及び清掃用機械器具の維持管理の方
法等に係る基準

平成14年3月26日厚
生労働省告示第117
号

厚生労働省 第五-五
貯水槽の清掃作業に用
いる機械器具その他の
設備に関する点検

定期検査 1-① 2 要 令和６年６月まで No.73と同様

81 告示
清掃作業及び清掃用機械器具の維持管理の方
法等に係る基準

平成14年3月26日厚
生労働省告示第117
号

厚生労働省 第六-五
排水管の清掃作業を行
うための機械器具その
他の設備に

定期検査 1-① 2 要 令和６年６月まで No.73と同様

82 告示
清掃作業及び清掃用機械器具の維持管理の方
法等に係る基準

平成14年3月26日厚
生労働省告示第117
号

厚生労働省 第七-六
ねずみ等の防除作業に
用いる機械器具その他
の設備に関する点検

定期検査 1-① 2 要 令和６年６月まで No.73と同様

83 告示
清掃作業及び清掃用機械器具の維持管理の方
法等に係る基準

平成14年3月26日厚
生労働省告示第117
号

厚生労働省 第八-二 1
空気調和設備の定期点
検

定期検査 1-① 2 要 令和６年６月まで No.73と同様

84 告示
清掃作業及び清掃用機械器具の維持管理の方
法等に係る基準

平成14年3月26日厚
生労働省告示第117
号

厚生労働省 第八-二 6
空気調和設備の定期点
検

定期検査 1-① 2 要 令和６年６月まで No.73と同様

85 告示
清掃作業及び清掃用機械器具の維持管理の方
法等に係る基準

平成14年3月26日厚
生労働省告示第117
号

厚生労働省 第八-二 7
空気調和設備の定期点
検

定期検査 1-① 2 要 令和６年６月まで No.73と同様

86 告示
清掃作業及び清掃用機械器具の維持管理の方
法等に係る基準

平成14年3月26日厚
生労働省告示第117
号

厚生労働省 第八-五 3
貯水槽等飲料水に関す
る設備の定期点検

定期検査 1-① 2 要 令和６年６月まで No.73と同様

87 告示
清掃作業及び清掃用機械器具の維持管理の方
法等に係る基準

平成14年3月26日厚
生労働省告示第117
号

厚生労働省 第八-五 4
貯水槽等飲料水に関す
る設備の定期点検

定期検査 1-① 2 要 令和６年６月まで No.73と同様

88 告示
清掃作業及び清掃用機械器具の維持管理の方
法等に係る基準

平成14年3月26日厚
生労働省告示第117
号

厚生労働省 第八-五 5
貯水槽等飲料水に関す
る設備の定期点検

定期検査 1-① 2 要 令和６年６月まで No.73と同様

89 告示
清掃作業及び清掃用機械器具の維持管理の方
法等に係る基準

平成14年3月26日厚
生労働省告示第117
号

厚生労働省 第八-五 6
貯水槽等飲料水に関す
る設備の定期点検

定期検査 1-① 2 要 令和６年６月まで No.73と同様

90 告示
清掃作業及び清掃用機械器具の維持管理の方
法等に係る基準

平成14年3月26日厚
生労働省告示第117
号

厚生労働省 第八-五 8
貯水槽等飲料水に関す
る設備の定期点検

定期検査 1-① 2 要 令和６年６月まで No.73と同様

91 告示
清掃作業及び清掃用機械器具の維持管理の方
法等に係る基準

平成14年3月26日厚
生労働省告示第117
号

厚生労働省 第八-五 9
貯水槽等飲料水に関す
る設備の定期点検

定期検査 1-① 2 要 令和６年６月まで No.73と同様

92 告示
清掃作業及び清掃用機械器具の維持管理の方
法等に係る基準

平成14年3月26日厚
生労働省告示第117
号

厚生労働省 第八-六 1
雑用水槽等の雑用水に
関する設備の定期点検

定期検査 1-① 2 要 令和６年６月まで No.73と同様

93 告示
清掃作業及び清掃用機械器具の維持管理の方
法等に係る基準

平成14年3月26日厚
生労働省告示第117
号

厚生労働省 第八-六 2
雑用水槽等の雑用水に
関する設備の定期点検

定期検査 1-① 2 要 令和６年６月まで No.73と同様

94 告示
清掃作業及び清掃用機械器具の維持管理の方
法等に係る基準

平成14年3月26日厚
生労働省告示第117
号

厚生労働省 第八-六 3
雑用水槽等の雑用水に
関する設備の定期点検

定期検査 1-① 2 要 令和６年６月まで No.73と同様

95 告示
清掃作業及び清掃用機械器具の維持管理の方
法等に係る基準

平成14年3月26日厚
生労働省告示第117
号

厚生労働省 第八-六 4
雑用水槽等の雑用水に
関する設備の定期点検

定期検査 1-① 2 要 令和６年６月まで No.73と同様

96 告示
清掃作業及び清掃用機械器具の維持管理の方
法等に係る基準

平成14年3月26日厚
生労働省告示第117
号

厚生労働省 第八-六 5
雑用水槽等の雑用水に
関する設備の定期点検

定期検査 1-① 2 要 令和６年６月まで No.73と同様

97 告示
清掃作業及び清掃用機械器具の維持管理の方
法等に係る基準

平成14年3月26日厚
生労働省告示第117
号

厚生労働省 第八-六 6
雑用水槽等の雑用水に
関する設備の定期点検

定期検査 1-① 2 要 令和６年６月まで No.73と同様

98 告示
清掃作業及び清掃用機械器具の維持管理の方
法等に係る基準

平成14年3月26日厚
生労働省告示第117
号

厚生労働省 第八-六 7
雑用水槽等の雑用水に
関する設備の定期点検

定期検査 1-① 2 要 令和６年６月まで No.73と同様

99 告示
清掃作業及び清掃用機械器具の維持管理の方
法等に係る基準

平成14年3月26日厚
生労働省告示第117
号

厚生労働省 第八-七 1
排水槽等の排水に関す
る設備の定期点検

定期検査 1-① 2 要 令和６年６月まで No.73と同様

100 告示
清掃作業及び清掃用機械器具の維持管理の方
法等に係る基準

平成14年3月26日厚
生労働省告示第117
号

厚生労働省 第八-七 2
排水槽等の排水に関す
る設備の定期点検

定期検査 1-① 2 要 令和６年６月まで No.73と同様

101 告示
清掃作業及び清掃用機械器具の維持管理の方
法等に係る基準

平成14年3月26日厚
生労働省告示第117
号

厚生労働省 第八-七 3
排水槽等の排水に関す
る設備の定期点検

定期検査 1-① 2 要 令和６年６月まで No.73と同様

102 告示
清掃作業及び清掃用機械器具の維持管理の方
法等に係る基準

平成14年3月26日厚
生労働省告示第117
号

厚生労働省 第八-七 4
排水槽等の排水に関す
る設備の定期点検

定期検査 1-① 2 要 令和６年６月まで No.73と同様

103 告示
清掃作業及び清掃用機械器具の維持管理の方
法等に係る基準

平成14年3月26日厚
生労働省告示第117
号

厚生労働省 第八-八
給水栓における飲料水
に含まれる遊離残留塩
素の検査

定期検査 1-① 2 要 令和６年６月まで No.73と同様

規制等の内容概要
規制等の

類型
現在

Phase
見直後
Phase

   見直し要否
※見直し「否」かつ、現在Phase
が２又は３の条項は、見直しを要
さずともデジタル原則適合性が確
保できていることを確認済

 見直し完了時期
※「令和５年中」としてい
るものには、既に見直しが
完了しているものを含む。

条項等No. 区分 題名
制定年月日及び番

号
所管省庁名

見直し完了時期が
令和６年以降になる場合の理由



（参考②）アナログ規制を定める通知・通達等の点検対象条項一覧表（続き） 

 

327 通知・通達
建築物における衛生的環境の維持管理につい
て

平成20年1月25日健
発第125001号

厚生労働省
別添 第1
２

空気清浄装置の定期点
検

定期検査 1-① 2 要 令和６年６月まで

工程表において、関連する法令
（建築物における衛生的環境の確
保に関する法律施行規則。別表2-
31～44）の見直しが令和６年度６
月までに実施することとされてい
るため。

328 通知・通達
建築物における衛生的環境の維持管理につい
て

平成20年1月25日健
発第125001号

厚生労働省
別添 第1
５

全熱交換器の定期点検 定期検査 1-① 2 要 令和６年６月まで

工程表において、関連する法令
（建築物における衛生的環境の確
保に関する法律施行規則。別表2-
31～44）の見直しが令和６年度６
月までに実施することとされてい
るため。

329 通知・通達
建築物における衛生的環境の維持管理につい
て

平成20年1月25日健
発第125001号

厚生労働省
別添 第1
５

自動制御装置の定期点
検

定期検査 1-① 2 要 令和６年６月まで

工程表において、関連する法令
（建築物における衛生的環境の確
保に関する法律施行規則。別表2-
31～44）の見直しが令和６年度６
月までに実施することとされてい
るため。

330 通知・通達
建築物における衛生的環境の維持管理につい
て

平成20年1月25日健
発第125001号

厚生労働省
別添 第1
６

測定機器の定期点検 定期検査 1-① 2 要 令和６年６月まで

工程表において、関連する法令
（建築物における衛生的環境の確
保に関する法律施行規則。別表2-
31～44）の見直しが令和６年度６
月までに実施することとされてい
るため。

331 通知・通達
建築物における衛生的環境の維持管理につい
て

平成20年1月25日健
発第125001号

厚生労働省
別添 第２
３

超水槽等飲料水に関す
る設備の定期点検

定期検査 1-① 2 要 令和６年６月まで

工程表において、関連する法令
（建築物における衛生的環境の確
保に関する法律施行規則。別表2-
31～44）の見直しが令和６年度６
月までに実施することとされてい
るため。

332 通知・通達
建築物における衛生的環境の維持管理につい
て

平成20年1月25日健
発第125001号

厚生労働省
別添 第2
５

防錆剤の注入装置の定
期点検

定期検査 1-① 2 要 令和６年６月まで

工程表において、関連する法令
（建築物における衛生的環境の確
保に関する法律施行規則。別表2-
31～44）の見直しが令和６年度６
月までに実施することとされてい
るため。

333 通知・通達
建築物における衛生的環境の維持管理につい
て

平成20年1月25日健
発第125001号

厚生労働省
別添 第3
１（５）

防虫網の定期点検 定期検査 1-① 2 要 令和６年６月まで

工程表において、関連する法令
（建築物における衛生的環境の確
保に関する法律施行規則。別表2-
31～44）の見直しが令和６年度６
月までに実施することとされてい
るため。

334 通知・通達
建築物における衛生的環境の維持管理につい
て

平成20年1月25日健
発第125001号

厚生労働省
別添 第4
２

防虫網の定期点検 定期検査 1-① 2 要 令和６年６月まで

工程表において、関連する法令
（建築物における衛生的環境の確
保に関する法律施行規則。別表2-
31～44）の見直しが令和６年度６
月までに実施することとされてい
るため。

335 通知・通達
建築物における衛生的環境の維持管理につい
て

平成20年1月25日健
発第125001号

厚生労働省
別添 第5
１

建築物の清掃実施状況
の定期点検

定期検査 1-① 2 要 令和６年６月まで

工程表において、関連する法令
（建築物における衛生的環境の確
保に関する法律施行規則。別表2-
31～44）の見直しが令和６年度６
月までに実施することとされてい
るため。

336 通知・通達
建築物における衛生的環境の維持管理につい
て

平成20年1月25日健
発第125001号

厚生労働省
別添 第5
１

建築物の清掃実施状況
の定期点検

定期検査 1-① 2 要 令和６年６月まで

工程表において、関連する法令
（建築物における衛生的環境の確
保に関する法律施行規則。別表2-
31～44）の見直しが令和６年度６
月までに実施することとされてい
るため。

337 通知・通達
建築物における衛生的環境の維持管理につい
て

平成20年1月25日健
発第125001号

厚生労働省
別添 第5
２

清掃用機械等の定期点
検

定期検査 1-① 2 要 令和６年６月まで

工程表において、関連する法令
（建築物における衛生的環境の確
保に関する法律施行規則。別表2-
31～44）の見直しが令和６年度６
月までに実施することとされてい
るため。

338 通知・通達
建築物における衛生的環境の維持管理につい
て

平成20年1月25日健
発第125001号

厚生労働省
別添 第5
３

廃棄物処理設備の定期
点検

定期検査 1-① 2 要 令和６年６月まで

工程表において、関連する法令
（建築物における衛生的環境の確
保に関する法律施行規則。別表2-
31～44）の見直しが令和６年度６
月までに実施することとされてい
るため。

376 通知・通達
地下水等を飲用に供している特定建築物にお
ける給水管理について

昭和62年4月1日衛
企第33号

厚生労働省 二（一）
井戸等の構造及び清潔
保持等の定期点検

定期検査 1-① 2 要 令和６年６月まで

工程表において、関連する法令
（建築物における衛生的環境の確
保に関する法律施行規則、別表2-
31～44）の見直しが令和６年度６
月までに実施することとされてい
るため。

110 通知・通達
建築物における衛生的環境の確保に関する事
業の登録について

平成14年3月26日健
衛発第326001号

厚生労働省
2
（1）キ

「建築物における衛生
的環境の確保に関する
事業」における事業協
同組合の監督者等の専
任

常駐専任 1-2 2-2 要 令和５年中

91 通知・通達 防錆剤管理責任者の資格について
平成14年3月26日健
衛発第326002号

厚生労働省
記
2

防錆剤管理責任者講習 対面講習 1-②
2-1①
2-1②
2-1③

要 令和６年６月まで

関連する法令等の見直しにおける工程
表「建築物における衛生的環境の確保
に関する法律第７条第１項第１号」の
時期と合わせるため

92 通知・通達 防錆剤管理責任者の資格について
平成14年3月26日健
衛発第326002号

厚生労働省
記
2(2)

防錆剤管理責任者講習 対面講習 1-②
2-1①
2-1②
2-1③

要 令和６年６月まで

関連する法令等の見直しにおける工程
表「建築物における衛生的環境の確保
に関する法律第７条第１項第１号」の
時期と合わせるため

規制等の内容概要
規制等の

類型
現在

Phase
見直後
Phase

   見直し要否
※見直し「否」かつ、現在Phase
が２又は３の条項は、見直しを要
さずともデジタル原則適合性が確
保できていることを確認済

 見直し完了時期
※「令和５年中」としてい
るものには、既に見直しが
完了しているものを含む。

条項等No. 区分 題名
制定年月日及び番

号
所管省庁名

見直し完了時期が
令和６年以降になる場合の理由



健生衛発1228第６号 

令 和 ５ 年 1 2 月 2 8 日 

 

各監督者講習等登録機関の長 殿 

 

厚生労働省健康・生活衛生局生活衛生課長 

                        （ 公 印 省 略 ）          

 

デジタル臨時行政調査会の「デジタル原則」への建築物における衛生的環境の確保

に関する法律における対応について 

 

平素より、建築物衛生行政の推進に御協力をいただき、厚く御礼申し上げます。 

「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」（令和４年６月３日デジタル臨時行政

調査会決定）及び「デジタル社会の実現に向けた重点計画」（令和４年６月７日閣議決定）に

おいて、代表的なアナログ規制７項目（目視規制、定期検査・点検規制、実地監査規制、常

駐・専任規制、書面掲示規制、対面講習規制、往訪閲覧・縦覧規制）に関する規制等の見

直しが求められています。 

これを受けて、今般、建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和45年法律第

20号。以下「建築物衛生法」という。）等における「対面講習」及び「往訪閲覧」に係る規制等

に関して、法令及び通知上の解釈の明確化を図ることとされている事項等について、下記

のとおり整理しましたので通知します。 

 

記 

 

１ 対面講習 

（１）オンラインによる監督者講習等の取扱い 

建築物衛生法第７条第１項第１号に基づく建築物環境衛生管理技術者資格取得講習、

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則（昭和 46 年厚生省令第２号。

以下「施行規則」という。）第 25 条第２号に基づく清掃作業監督者講習・再講習、第２５条

第３号に基づく清掃作業従事者研修、第 26 条第２号に基づく空気環境測定実施者講習・

再講習、第 26 条の 3 第 2 号に基づくダクト清掃作業監督者講習・再講習、第 26 条の 3 第

3 号に基づくダクト清掃作業従事者研修、第 28 条第 4 号に基づく貯水槽清掃作業監督者

講習・再講習、第 28 条の 3 第 4 号に基づく排水管清掃作業監督者講習・再講習、第 28

条の 3 第 5 号に基づく貯水槽清掃作業従事者研修、第 29 条第 3 号に基づく防除作業監

督者講習・再講習、第 29 条第 4 号に基づく防除作業従事者研修、第 30 条第 2 号に基づ

く統括管理者講習・再講習及び第 30 条第 5 号に基づく空調給排水管理監督者講習・再

講習に関して、デジタル技術を活用することが効果的かつ適切である場合には、例えば、
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オンライン会議システム等を活用したオンライン方式による手段等も含まれるものとします。 

 

（２）オンラインによる監督者講習等を行うに当たっての各手続段階における留意事項 

ア 受講申込時について 

   受講申込についてオンライン手続とする場合（オンライン手続と郵送・窓口手続のいず

れも可能とする場合を含む。）は、申請情報等の電子的情報に係る情報セキュリティ対策

を適切に講じる必要があります。 

 

イ 講習実施時について 

   オンラインによる監督者講習等を行う場合であっても、建築物衛生法第７条の８及び施

行規則第 25 条の８第１項（第 26 条の２第３項、第 26 条の４第３項、第 28 条の２第３

項、第 28 条の４第３項、第 29 条の２第３項及び第 30 条の２第３項において読み替え

て準用する場合を含む。）の規定に基づく監督者講習等の業務に関する規程（以下「業

務規程」という。）で定めた講習科目、講習時間及び講師の要件等を満たした上で、教本

等必要な教材を用いて行うとともに、受講者が受講した事実を適切に確認する必要があり

ます。  

 

 ウ 修了証の発行等について 

修了証について、デジタル発行とする場合（デジタル発行と紙媒体での発行を選択的

に可能とする場合を含む。）は、電子証明書等の電子的な真正性の担保に留意してくださ

い。 

 

 エ その他の留意事項 

オンラインによる監督者講習等を実施する場合は、業務規程を変更し、変更した業務

規程に基づいた監督者講習等の業務を開始する前に、厚生労働大臣に届け出る必要が

あります。その際、受講者の本人確認、受講者からの質疑への対応、なりすまし等の不正

により受講した者に対する措置に係る規定は必ず記載してください。 

 

２ 往訪閲覧 

  建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第 25 条の 10 等に基づき、

備え付けが義務付けられている財務諸表等については電子化（紙ファイルの PDF スキャ

ンでも可）していただくとともに、同条第２項に基づく閲覧等については、申請から閲覧等ま

でをインターネットで完結する措置、当該財務諸表等をホームページで公開する等の措置

を、貴機関の可能な範囲で順次講じていただくようお願いします。 

 

以上 



（参考①）７項目のアナログ規制 点検対条項の一覧表（建築物における衛生的環境

の確保に関する法律関係、対面講習及び往訪閲覧のみ抜粋） 

 

・デジタル原則を踏まえたアナログ規制の見直しに係る工程表（2022 年 12 月 21 日） 

https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/c43e8643-

e807-41f3-b929-

94fb7054377e/1420dca1/20221221_meeting_administrative_research_outline_08.pdf 

 

分類 No. 法令名 所管省庁名 条項 規制等の内容概要
規制等の
類型

現在
Phase

見直後
Phase

   見直し要否
見直し「否」かつ、現在

Phaseが2又は３の条項は、見

直しを要さずともデジタル原

則適合性が確保できているこ
とを確認済

見直し完了
時期

工程表 見直しの概要

別表２ 10
建築物における衛生的環境の
確保に関する法律

厚生労働省
第7条第1項第1
号

建築物環境衛生管理技術者資
格取得講習

対面講習 1-②
2-1①
2-1②
2-1③

要
令和６年度
４月～６月

講習ー厚生
労働省１

告示、通知・通達等
の発出又は改正

別表２ 17
建築物における衛生的環境の
確保に関する法律施行規則

厚生労働省
第25条第2号
イ、ロ

清掃作業監督者講習・清掃作
業監督者再講習

対面講習 1-②
2-1①
2-1②
2-1③

要
令和６年度
４月～６月

講習ー厚生
労働省１

告示、通知・通達等
の発出又は改正

別表２ 18
建築物における衛生的環境の
確保に関する法律施行規則

厚生労働省 第25条第3号 清掃作業従事者研修 対面講習 1-②
2-1①
2-1②
2-1③

要
令和６年度
４月～６月

講習ー厚生
労働省１

告示、通知・通達等
の発出又は改正

別表２ 19
建築物における衛生的環境の
確保に関する法律施行規則

厚生労働省
第26条第2号
イ、ロ

空気環境測定実施者講習・空
気環境測定実施者再講習

対面講習 1-②
2-1①
2-1②
2-1③

要
令和６年度
４月～６月

講習ー厚生
労働省１

告示、通知・通達等
の発出又は改正

別表２ 20
建築物における衛生的環境の
確保に関する法律施行規則

厚生労働省
第26条の3第2
号イ、ロ

ダクト清掃作業監督者講習・
ダクト清掃作業監督者再講習

対面講習 1-②
2-1①
2-1②
2-1③

要
令和６年度
４月～６月

講習ー厚生
労働省１

告示、通知・通達等
の発出又は改正

別表２ 21
建築物における衛生的環境の
確保に関する法律施行規則

厚生労働省
第26条の3第3
号

ダクト清掃作業従事者研修 対面講習 1-②
2-1①
2-1②
2-1③

要
令和６年度
４月～６月

講習ー厚生
労働省１

告示、通知・通達等
の発出又は改正

別表２ 22
建築物における衛生的環境の
確保に関する法律施行規則

厚生労働省
第28条第4号
イ、ロ

貯水槽清掃作業監督者講習・
貯水槽清掃作業監督者再講習

対面講習 1-②
2-1①
2-1②
2-1③

要
令和６年度
４月～６月

講習ー厚生
労働省１

告示、通知・通達等
の発出又は改正

別表２ 23
建築物における衛生的環境の
確保に関する法律施行規則

厚生労働省
第28条の3第4
号イ、ロ

排水管清掃作業監督者講習・
排水管清掃作業監督者再講習

対面講習 1-②
2-1①
2-1②
2-1③

要
令和６年度
４月～６月

講習ー厚生
労働省１

告示、通知・通達等
の発出又は改正

別表２ 24
建築物における衛生的環境の
確保に関する法律施行規則

厚生労働省
第28条の3第5
号

排水管清掃作業従事者研修 対面講習 1-②
2-1①
2-1②
2-1③

要
令和６年度
４月～６月

講習ー厚生
労働省１

告示、通知・通達等
の発出又は改正

別表２ 25
建築物における衛生的環境の
確保に関する法律施行規則

厚生労働省 第28条第5号 貯水槽清掃作業従事者研修 対面講習 1-②
2-1①
2-1②
2-1③

要
令和６年度
４月～６月

講習ー厚生
労働省１

告示、通知・通達等
の発出又は改正

別表２ 26
建築物における衛生的環境の
確保に関する法律施行規則

厚生労働省
第29条第3号
イ、ロ

防除作業監督者講習・防除作
業監督者再講習

対面講習 1-②
2-1①
2-1②
2-1③

要
令和６年度
４月～６月

講習ー厚生
労働省１

告示、通知・通達等
の発出又は改正

別表２ 27
建築物における衛生的環境の
確保に関する法律施行規則

厚生労働省 第29条第4号 防除作業従事者研修 対面講習 1-②
2-1①
2-1②
2-1③

要
令和６年度
４月～６月

講習ー厚生
労働省１

告示、通知・通達等
の発出又は改正

別表２ 28
建築物における衛生的環境の
確保に関する法律施行規則

厚生労働省
第30条第2号
イ、ロ

統括管理者講習・統括管理者
再講習

対面講習 1-②
2-1①
2-1②
2-1③

要
令和６年度
４月～６月

講習ー厚生
労働省１

告示、通知・通達等
の発出又は改正

別表２ 29
建築物における衛生的環境の
確保に関する法律施行規則

厚生労働省
第30条第5号
イ、ロ

空調給排水管理監督者講習・
空調給排水管理監督者再講習

対面講習 1-②
2-1①
2-1②
2-1③

要
令和６年度
４月～６月

講習ー厚生
労働省１

告示、通知・通達等
の発出又は改正

別表２ 178
建築物における衛生的環境の
確保に関する法律

厚生労働省
第7条の10第2
項

建築物環境衛生管理技術者講
習登録機関の財務諸表等の閲
覧

往訪閲覧 2-3① 3-3 要 完了済み
告示、通知・通達等
の発出又は改正

別表２ 179
建築物における衛生的環境の
確保に関する法律施行規則

厚生労働省
第3条の11第2
項

登録較正機関における財務諸
表等の閲覧

往訪閲覧 2-3① 3-3 要 完了済み
告示、通知・通達等
の発出又は改正

新規 207
建築物における衛生的環境の
確保に関する法律施行規則

厚生労働省
第25条の10第2
項

清掃作業監督者講習等登録機
関における財務諸表等の閲覧
等

往訪閲覧
2-3①
2-3③

3-3 要 完了済み
告示、通知・通達等
の発出又は改正

新規 208
建築物における衛生的環境の
確保に関する法律施行規則

厚生労働省
第26条の2第3
項

空気環境測定実施者講習等登
録機関における財務諸表等の
閲覧等

往訪閲覧
2-3①
2-3③

3-3 要 完了済み
告示、通知・通達等
の発出又は改正

新規 209
建築物における衛生的環境の
確保に関する法律施行規則

厚生労働省
第26条の4第3
項

ダクト清掃作業監督者講習等
登録機関における財務諸表等
の閲覧等

往訪閲覧
2-3①
2-3③

3-3 要 完了済み
告示、通知・通達等
の発出又は改正

新規 210
建築物における衛生的環境の
確保に関する法律施行規則

厚生労働省
第28条の2第3
項

貯水槽清掃作業監督者講習等
登録機関における財務諸表等
の閲覧等

往訪閲覧
2-3①
2-3③

3-3 要 完了済み
告示、通知・通達等
の発出又は改正

新規 211
建築物における衛生的環境の
確保に関する法律施行規則

厚生労働省
第28条の4第3
項

排水管清掃作業監督者講習等
登録機関における財務諸表等
の閲覧等

往訪閲覧
2-3①
2-3③

3-3 要 完了済み
告示、通知・通達等
の発出又は改正

新規 212
建築物における衛生的環境の
確保に関する法律施行規則

厚生労働省
第29条の2第3
項

防除作業監督者講習等登録機
関における財務諸表等の閲覧
等

往訪閲覧
2-3①
2-3③

3-3 要 完了済み
告示、通知・通達等
の発出又は改正

新規 213
建築物における衛生的環境の
確保に関する法律施行規則

厚生労働省
第30条の2第3
項

統括管理者講習等登録機関に
おける財務諸表等の閲覧等

往訪閲覧
2-3①
2-3③

3-3 要 完了済み
告示、通知・通達等
の発出又は改正



建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録について（平成 14 年 3 月 26 日付け健衛発第 0326001 号） 

新旧対照表 

（傍線部分は改正部分）  

改正後 改正前 

 

第１・第 2 （略） 

 

第 3 登録基準 

1 （略） 

2 留意事項 

登録基準の内容は、規則第 25 条から第 30 条までに示されているところである

が、なお次の点に留意されたいこと。 

(1) 登録業全体について 

ア・イ （略） 

ウ 監督者等は登録を受ける営業所ごとにそれぞれ選任されていること。 

また、同一の者を 2 以上の営業所又は 2 以上の業務の監督者等として登

録を受けることは認められないものであること。 

エ・オ （略） 

カ 従事者の研修については、原則として作業に従事する者の全員が 1 年に

1 回以上研修を受ける体制を事業者がとっていることが必要である。また、研

修の時間については、研修の内容が従事者に十分理解される程度の時間

が必要である。各研修実施者が従事者研修を計画するに当たって参考とな

るカリキュラム例は別添１から別添５までのとおりである。さらに、研修の内容

は最新の知見を踏まえるとともに、受講者の技能の程度に応じたものとする

ことが望ましい。 

なお、作業に従事する者全員を一度に研修することが事実上困難を伴う

場合は、これを何回かに分けて行うことも可能である。 

 

第 1・第 2 （略） 

 

第 3 登録基準 

1 （略） 

2 留意事項 

登録基準の内容は、規則第 25 条から第 30 条までに示されているところである

が、なお次の点に留意されたいこと。 

(1) 登録業全体について 

ア・イ （略） 

ウ 同一の者を 2 以上の営業所又は 2 以上の業務の監督者等として登録を受

けることは認められないものであること。 

 

エ・オ （略） 

カ 従事者の研修については、原則として作業に従事する者の全員が 1 年に

1 回以上研修を受ける体制を事業者がとっていることが必要である。また、研

修の時間については、研修の内容が従事者に十分理解される程度の時間

が必要である。さらに、研修の内容は最新の知見を踏まえるとともに、受講者

の技能の程度に応じたものとすることが望ましい。 

なお、作業に従事する者全員を一度に研修することが事実上困難を伴う

場合は、これを何回かに分けて行うことも可能である。 

YHYDL
テキスト ボックス
別添２



キ 公益法人、事業協同組合等であっても、定款又は寄付行為上登録に係る

事業が行えるようになっており、登録基準を満たしている場合には登録する

ことができるものであること。 

なお、事業協同組合については、以下の要件を満たす場合に限り登録を

受けることができるものであること。 

１）・２） （略） 

３） 監督者等は組合に雇用されている必要はないが、ウのとおり登録を受け

る営業所ごとにそれぞれ選任されていなければならないこと。なお、この場

合、その者を同時に組合員の営業所における監督者等として登録の要件

とすることはできないものであること。 

      ４） （略） 

     ク・ケ （略） 

 

(2)～(5) （略） 

 

第４・第 5 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キ 公益法人、事業協同組合等であっても、定款又は寄付行為上登録に係る

事業が行えるようになっており、登録基準を満たしている場合には登録する

ことができるものであること。 

なお、事業協同組合については、以下の要件を満たす場合に限り登録を

受けることができるものであること。 

１）・２） （略） 

３） 監督者等は組合に雇用されている必要はないが、常勤、専任のもので

なければならないこと。なお、この場合、その者を同時に組合員の営業所

における監督者等として登録の要件とすることはできないものであること。 

 

      ４） （略） 

ク・ケ （略） 

 

(2)～(5) （略） 

 

第 4・第 5 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（新設） 
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別記様式第 1 号～第 6 号 （略） 

 

 

別記様式第 1 号～第 6 号 （略） 

 



防錆剤管理責任者の資格について（平成 14 年 3 月 26 日健衛発第 0326002 号） 

新旧対照表 

（傍線部分は改正部分）  

改正後 改正前 

防錆剤管理責任者の資格は次のいずれかに該当するものとする。 

 

１ （略） 

 

２ 次の基準に適合する防錆剤管理責任者のための講習を終了した

者 

(1)～(6) （略） 

 

(7) 運営が適正に行われること。その際、デジタル技術を活用す

ることが効果的かつ適切である場合には、例えば、オンライン

会議システム等を活用したオンライン方式による手段等も含ま

れるものであること。 

防錆剤管理責任者の資格は次のいずれかに該当するものとする。 

 

１ （略） 

 

２ 次の基準に適合する防錆剤管理責任者のための講習を終了した

者 

(1)～(6) （略） 

 

(7) 運営が適正に行われること。 

 

YHYDL
テキスト ボックス
別添３


